
※提出書類
【共通書類】
・貸付申請書（様式第1号の２）
・母子・父子自立支援プログラムの写し
・個人情報の取扱同意書(様式第2号の２)
・世帯全員の記載のある（個人番号の記載
がないもの）住民票

・１か月あたりの家賃相当額が分かる
もの（賃貸借契約書の写しなど）
※家賃補助がある場合は、それがわかる
もの
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・貸付決定通知書（様式第3号の２）の写し
又は

・貸付不承認決定通知書（様式第4号の２）
の写し

※送付書類
・貸付決定通知書（様式第3号の２）
・借用書（様式第5号の２）
・銀行口座振込依頼書（様式第6号の２）

又は
・貸付不承認決定通知書（様式第4号の２）

・借用書（様式第5号）（収入印紙の貼付必要）
・銀行口座振込依頼書（様式第6号の２）
・通帳の写し（見開き部分）
・印鑑登録証明書

①申請書類の提出

②申請書類の送付

③貸付可否の通知

④貸付可否の報告

⑤借用書等の提出

⑥貸付金の交付(振り込み)

熊本県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
(住宅支援資金)

申請から交付までの流れ（フローチャート）
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